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第１章 計画策定にあたって                                       

１ 計画策定の経緯 

北九州市では、平成２（１９９０）年に「北九州市女性プラン」を、平成１２（２０００）年に「北

九州市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画推進の取組を進めてきました。 

その後、平成１４（２００２）年４月に「北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条

例」（以下、「条例」という。）を制定し、条例第８条の規定に基づき、平成１６（２００４）年に「北

九州市男女共同参画基本計画」を策定し、平成２１（２００９）年に第２次、平成２６（２０１４）年

に第３次、令和元（２０19）年に「第４次北九州市男女共同参画基本計画」（以下「第４次計画」

という。）を策定し、男女共同参画社会の形成を推進するための様々な施策を進めてきました。 
 
これまでの取組の成果として、令和４（２０２２）年に実施した「北九州市の男女共同参画社

会に関する調査」（以下「市民意識調査」という。）では、性別による固定的役割分担に否定的

な考えを持つ人の割合が約８割と、全国調査の結果より高い数値となりました。 

一方で、家庭生活や職場、地域活動などの分野における男女平等達成感は、男女差が大き

く、また、全国調査の結果より低い状況にあるなどの課題が残っています。 
 
第４次計画の計画期間は、令和元（２０１９）年度から令和５年度までの５年間であることか

ら、新たな計画を策定するため、令和５（２０２３）年３月に北九州市長から第１１期北九州市男

女共同参画審議会へ諮問しました。同審議会は、第４次計画の取組状況や現状と課題等を踏

まえ、令和６（２０２４）年２月に市長に対し「第５次北九州市男女共同参画基本計画の策定に

ついて（答申）」（以下「答申」という。）が提言されました。 

北九州市は、この答申を踏まえて計画策定に着手し、このたび「第５次北九州市男女共同

参画基本計画」（以下「第５次計画」という。）を策定しました。 

 

２ 計画で目指す姿 

第５次計画で目指す姿は、条例の基本理念に従い、男女の人権が尊重され、性別にかかわ

りなく社会のあらゆる分野に共に参画し、共に喜びと責任を分かち合い、その個性と能力を十

分に発揮することができる社会、「ジェンダー平等社会」の実現です。 
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３ 計画の位置付け 
（１）「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に定める「市町村男女共同参画計画」であ

り、条例第８条に定める「男女共同参画基本計画」です。 

（2）北九州市基本構想・基本計画の「分野別計画」に位置付けます。 

（３）第３章「柱Ⅲ」及び「柱Ⅳ」を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）」第６条第２項に定める「市町村推進計画」に位置付けます。 

（4）第３章「柱Ⅴ 施策の方向１」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」に位置付け、「第４次北九州市ＤＶ

対策基本計画」とします。 

（5）第３章「柱Ⅴ 施策の方向４」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難

女性支援法）」第８条第３項に定める「市町村基本計画」に位置付けます。 

 

〈全体の位置付け図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 
第５次計画の計画期間は、５年間（令和６（２０２４）年度～令和１０（２０２８）年度）とします。 
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